
子どもの権利について者える 一 「子どもの権利条約Jか ら学ぶ― 第 6固

不登校の子どもの権利と 「子どもの権利条約J

△
蚕

演講んさ人明多一員車

主催 :お きなわ手どもの人権を考える会 (チャイル ドラインおきなわ)

「不登校Jに 対して、どのようなイメージを持っていますか ?「 不登校J
!ま問題行動と言われることが多いですが、果たしてそうでしょうか。不登

校をしている子どもたちの多くは、学校に行かないことで否定的なまなざ
じで見られ、毎 日を生き生きと過ごせているとは言えない状況にありま

す。不登校をしている子どもたちが置かれている環境について、一緒に考
えてみませんか?
岳子どもの権利条約から学ぶ―第 6回 」は、喜多明人さんから不登校をし

ている子どもたちの権利についてお議を聞きますG

皆様のご参加お待ちしてお ります。

田 時 :2011年 7月 3日 (国)13時 30分 ～16購 30分

場 所 :沖 縄県男女共圏参画センター 「てし、るる」3階 研修室 有

講 師 :喜多明人さん

参力8費 :1,500円 (18歳 以下無料》 当 国会場でお支払いください。

参加対象 :どなたでも参加できます。

豊鍵 必幽望です。申し込みはメール ・

て※メールの場合、件名に 「第6国集まり参お8」または
電話にてお願しヽします

曜誕薬釣街蓋糠釜 麹上▼と入れてください。)

講師プロフィール 暮参 明 人 (きた あ きと)さ ん
1949年 7月 21題 東京都に生まれる。立正大学教授を経て、現在早稲田大学文学学術院教授。岡 |

大学文化構想学部 コ社会構築論系 (子ども支援 とまちづくり)所 属。文学博士 (早稲田大学 1987年 ).
学校法人東京シューレ葛飾中学校理事 (非常勤)、現在東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科子ども支
援学担当、法政大学法学部教育法演習担当◇これまで東京都足立高等保育学院、立正大学保育専門学校、
熊谷市看護専門学校、立教大学大学院、東海大学、九州大学、名古屋大学、愛知県立大学、上智大学、
東京国際大学、目立公衆衛生院などの講師を歴任9日 本教育法学会事務局長、岡学校事故問題研究特別
委員会委員長を歴任9

現在、日本教育法学会理事、日本教育政策学会理事じ子どもの権利条約総合FJF究所代表書子どもの権
利条約ネットワータ代表。 翔本子ども NPOセ ンター理事cチ ャイル ドライン支援センター副代表.め
ぐろチャイル ドラインf代表。

主な著書  「子どもの権利条ねガイドブック」(日本評論社、共編、2011)
「意見を言つてまわりも自分も変わるJ(ポ プラ社 rゎたしの人権みんなの人権ど3巻、2004モ)i
「人権の絵本J3巻 (それつて人権?)4巻 (人権宣言)(大 月書店、2000)       丁
「潜かそ う 1子 どもの権利条約J(ポ プラ社、1997) 他著書多数

「チャイル ドラインおきなわ」の受け手ボランティアをご希望の方は、「子
どもの権利について考える一 「子どもの権利条約」から学ぶ一どの集ま りに
ぜひご参加くださいる

※受け手ボランティアとは、18歳 までの子ども専用電話 「チャイル ドライン

おきなわ」の電話を受ける活動をする無償のボランティアのことです.

x Fチ ャィル ドライン」はNPO法 人チャイル ドライン支援センターの

登録商標です。http:〃wwttch逮位he,o■jp/supporterr

主催/申 し込み先/お 問い合わせ :おきなわ子どもの人権を考える会
TELi 0 9 0-4516-5214

mati: okinawa一chitd一rightsOr4t dioni ne,jp

ブ田ゲ:httpi//blogi canpan,info/okinawa一kodomo/



主催 :お きなわ子 ど の 人 を考える会 (チ イル ドラインお なわ)

「責任を果たせないなら権利は与えない?」
「校員草つて守らないといけない?」

Fどうして学校の先生,ま体罰をするの鞄
野子どもぬきで決めないで11ど

「権利どと聞くとどんなイメージがわきますか?
「権利どと '義務」ほ関係あるのでしょうか?
「子どもの権利」と,まどんなことでしょうか?

などなど子どもの権利にかかわることを 「子どもの権利条約」の理念
を学びながら考えていきませんか?
「子どもの権神j条約どに関心のある方なら、どなたでも参加可能です。

讐様の参加をお待ちしております。

子どもの権利について者える
一 「子どもの権利条約」から学ぶ一

場  所 :沖縄県男女共同参画センター 「てぃるる」
参お8対象 :誰でも

参力B費 :500円 (18歳 以下無料》※ただ軌キャ第6ャ国′王、ン農違メ畳盤耳～遷pQ本_圏です。
申し込み必要です。申し込みはメール ・電話にてお願ぬじます。

(Xメ ールで申し込みの場合、件名に 戸第△田子どもの権利集まり参加」と入れて<だ さい。》

<今 後の予定 >

06月  お 体み

○ 第 6 回

日程が次のように変更になりました。 ↓

7月 3日 (日)13時 30分 ～168き30分  「てぃるる」 3階  研 修室 キ

講師 :暮多明人さん (NPO法 人チャイルドライン支援センター副代表理事 ・

子どもの権利条約ネットワーク代表)
チーマ :不登校の子どもの権利と 「子どもの権利条約』

参力8費  :1,500円 (18歳 以下無料)

8月  お 体み
9月  お 体み

第7田   10月 15日 (土)138き 30分 ～16時 30分  「てぃるる」 4階  研 修室 3

テーマ :学校で起きる体罰 (その 2)

※ 日 程 ・肉容に変更がある場合は、おきなわ子どもの人権を考える会のブログに掲載します。

TEL:090-4516-5214
mail: okinawa―chitdやrightsOr4.dion,ne.jp

ブ田ゲ:httpi//blog,canpan々info/ok ittawa―kodomo/

０

０

０

「チャイル ドラインおきなわどの受け手ボランティアをご希望の方は、「子
どもの権利について考える一 「子どもの権利条織とから学ぶ―」の集まりに
ぜひご参加ください。

※受け手ボランティアとは、18歳 までの子ども専用電話 「チャイル ドライ
ンおきなわどの電話を受ける播動をする無償のボランティアのことです。

X 「 チャイル ドラインJは NPO法 人チャイルドライン支援センターの

登録商標です。http:〃wwttchldline,o■jp/supporterF

主催/申 し込み先/お 闘い合わせ tおきなわ子どもの人権を考える会事務局

2 0 1 1年 5月 28日 現在


